
『合併協定項目（案）』

『調整方針要約一覧』（調整不要や合併前に廃止となる調整項目を除く）

12  特別職の身分等の取扱い

調整項目内容
調整を必要とする事項

取扱い区分

行財政小委員会において協議中

 12-01



事業や施設等の名称
合併協議会
項目番号

（１）　三役（市長、助役、収入役）の
任期

03－01－01－01
①　選挙で市長を、最初の議会で助役、収
入役を選任

（２）　三役の給料・諸手当
03－01－02－01
【先行調整項目】

①手当の種類は期末手当と寒冷地手当と
し、期末手当の支給率は他市の状況や一
般職との均衡を考慮

（３）　三役の退職手当 03－01－02－02

（４）　その他の常勤特別職（教育
長、公営企業管理者、常勤監査委
員）の任期

03－02－01－01

①　定数は教育長、公営企業管理者及び
常勤監査委員各1名とし、最初の議会で選
任

②　教育委員は最初の議会で選任される
までの間、合併市町の委員を臨時に選任

（５）　その他の常勤特別職の給料・
諸手当

03－02－02－01
①　手当の種類は期末手当と寒冷地手当
とする

（６）　その他の常勤特別職の退職
手当

03－02－02－02

（７）　非常勤特別職報酬額（日額） 03－03－01－01

①　主な日額報酬による非常勤特別職は
以下、ア～エのとおり
　ア　選挙関係（投票管理者、選挙長、開
票管理者、投票立会人、選挙立会人、開
票立会人）
　イ　固定資産評価審査委員会委員
　ウ　統計調査員
　エ　その他法令規則による委員（国民健
康保険運営協議会委員、社会教育委員、
附属機関の委員等）

（８）　非常勤特別職報酬額（月額） 03－03－01－02

①　月額報酬による非常勤特別職は以下、
ア～ウのとおり
　ア　４市町共通（監査委員、教育委員会
委員長及び委員、農業委員会会長及び委
員）
　イ　釧路市（公平委員会委員長及び委
員）
　ウ　その他（選挙管理委員会委員長及び
委員、顧問弁護士）

（９）　非常勤特別職報酬額（年額） 03－03－01－03

（10）　非常勤特別職費用弁償 03－03－01－04

（11）　市町長交際費 03－04－02－02

（12）　教育委員
16－01－01－01
【先行調整項目】

①　月額報酬は他の非常勤特別職を含め
改めて定める

※  釧路市の制度に統合とした【03-03-
01-02】「非常勤特別職報酬額（月額）」に
準じる

（13）　教育委員会に係る非常勤特
別職

16－01－01－05
①　釧路市の制度に統合し報酬を改めて
定めるが、人的運営方式は統一した基準・
方針を策定し調整

１　釧路市の現行に基づき統合し、
新市全体に適用するもの

（定めがある場合、所要期間を明示）
取扱い区分
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